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利用者：                    様 
 

 

事業者：ケアプラン ゆうこう 

 

 

  



      居宅介護支援重要事項説明書 【令和 6 年 4 月 1 日現在】 

Ⅰ：事業所の概要 

事業所名 医療法人 友康会    ケアプランゆうこう 

所在地 市川市日之出１７－９ アルテ 101 

TEL：０４７－３０７－６８７１／０４７－３９７－７６００ 

FAX：０４７－３０７－６８７２ 

指定事業者番号 居宅介護支援事業 １２７０８００１０３ 

併設事業所 医療法人 友康会  訪問看護ステーション ゆうこう 

サービス提供地域 市川市南部（行徳地域） ＊状況により地域外も対応 

営業時間 月～金曜日までの午前８：４５～午後１７：００ 

（土・日・祭日・１２/３０～１/３は休業） 

職員体制 野村和代 （看護師･主任介護支援専門員） 管理者・専従 

 

Ⅱ：料金 

１）居宅介護支援費 （別紙 1 参照） 

介護認定を受けられた方は、介護保険から全額給付されるので自己負担はありません。ただし、保

険料の滞納により法定代理受領が出来なくなった場合、１か月につき要介護度に応じた金額をいた

だき、当事業所からサービス提供証明書を発行いたします。このサービス提供証明書を後日保険者

の窓口に提出しますと、全額払い戻しを受けられます。 

２）交通費 

サービス提供地域にお住まいの方は無料です。 それ以外の地域の方は、介護支援専門員がお訪ね

する為の交通費が必要です。   浦安市・国道１４号線を超えての訪問：５００円  

３）その他、申請や更新など郵送やそれらにかかわる経費は実費となります。 

料金が発生した場合、月毎の清算となります。お支払い方法は現金集金となります。 

 

Ⅲ：サービス内容に関する苦情・相談 

１）ケアプランゆうこう：０４７－３９７－７６００ 担当 野村 和代 

２）行徳中央クリニック：０４７－３９７－８７１１ 

３）市川市役所 福祉政策課：（代）０４７－３３４－１１１１ 

４）千葉県介護保険審査会：０４３－２２３－２４４６ 

５）千葉県国民健康保険団体連合会  

介護保険サービス苦情相談窓口 ０４３－２５４－７４２８ 

６）各指定サービス事業者・各居宅介護支援事業者 

 

Ⅳ：災害時等の対応について 

  契約の有効期間中、自然災害他やむを得ない事情により通常の対応が出来なくなることがあります。

しかし、災害等に係る業務継続計画を策定し速やかな対応に努めます。 



 居宅介護支援費  

項  目 単 位／月 金額（市川市） 

基本報酬 

居宅介護支援（Ⅰ-ⅰ） 

（４5 件未満） 

介護度 1.2 1086 単位 11620 円 

介護度 3.4.5 1411 単位 15097 円 

居宅介護支援（Ⅰ-ⅱ） 

（45 件以上６０件未満） 

介護度 1.2. 544 単位 5820 円 

介護度 3.4.5 704 単位 7532 円 

居宅介護支援（Ⅰ-ⅲ） 

（６０件以上） 

介護度 1.2 326 単位 3488 円 

介護度 3.4.5 422 単位 4515 円 

居宅介護支援（Ⅱ₋ⅰ.ⅱ.ⅲ） 

「ケアプランデーター連携システム」の利用及び事務職員の配置を行っている場合 

加 算 

初回加算 300 単位 3210 円 

特定事業所加算 

特定事業所加算（Ⅰ） 519 単位 5553 円 

特定事業所加算（Ⅱ） 421 単位 4504 円 

特定事業所加算（Ⅲ） 323 単位 3456 円 

特定事業所加算（A） 114 単位 1219 円 

入院時情報連携加算 
入院時情報連携加算（Ⅰ） 250 単位 2675 円 

入院時情報連携加算（Ⅱ） 200 単位 2140 円 

特定事業所医療介護連携加算 125 単位 1337 円 

退院・退所加算 

（入院または入所期間中 

１回を限度に算定） 

退院・退所加算（Ⅰ）イ 

退院・退所加算（Ⅰ）ロ 

退院・退所加算（Ⅱ）イ 

退院・退所加算（Ⅱ）ロ 

退院・退所加算（Ⅲ） 

450 単位/回 

600 単位/回 

600 単位/回 

750 単位/回 

900 単位/回 

4815 円 

6420 円 

6420 円 

8025 円 

9630 円 

通院時情報連携加算 50 単位 535 円 

緊急時等居宅カンファレンス加算（月 2 回限度） 200 単位 2140 円 

ターミナルケアマネージメント加算 400 単位 4280 円 

＊業務継続計画未実施減算 所定単位数の 1.0％を減算 

＊高齢者虐待防止措置未実施減算 所定単位数の 1.0％を減算 

＊同一建物に居住する利用者へのケアマネジメント 所定単位数の 95％を算定 

地域区分 （市川市）5 級地（上乗せ割合 10％） 10.70 円  

基本単位については受託件数、地域、運営基準により変更となる場合があります。 

＊令和６年度介護報酬改定により新設   
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【 加算 】 

◆ 初回加算 新規にケアプランを算定した場合、および要介護度区分の２段階以上の変更認定を受けた場合。運営基準減算に該当

する場合は算定しない。 

◆ 特定事業所加算 質の高いケアマネジメントを実施している事業所を積極的に評価する観点から人材の確報やサービス提供に関

する定期的な会議を実施しているなど、厚生労働大臣の定める基準に適合する場合（１か月につき） 

◆ 特定事業所医療介護連携加算 前々年度の実績により算定条件を満たした事業所が算定。 

◆ 入院時情報連携加算 （Ⅰ）入院当日（営業終了後または営業日以外は翌日）に必要な情報を提供。 

          （Ⅱ）入院翌々日（営業終了後または営業日以外は営業日から翌々日）までに必要な情報を提供。 

◆ 退院・退所加算 当該病院、施設等の職員と面談を行い、必要な情報提供を受けた上で、ケアプランを作成し、居宅、地域密着

型サービスの利用に関する調整を行った場合 ＊「初回加算」算定の場合は算定しない 

（Ⅰ）イ カンファレンス以外の方法により１回受ける。 ロ カンファレンスにより１回受ける。 

（Ⅱ）イ カンファレンス以外の方法により２回受ける。 ロ １回以上はカンファレンスにより受ける。 

（Ⅲ）情報提供を３回以上受け、うち１回以上はカンファレンスによる  

◆ 通院時情報連携加算 診察時同席し当該利用者の心身状況や生活環境等の情報の提供を行うとともに医師、歯科医師から当該利

用者に関する必要な情報の提供を受けた上でケアプランに記録する。 

◆ 緊急時等居宅カンファレンス加算 利用者の状態の急変に伴い、病院又は診療所の求めにより、当該病院又は診療所の職員と共

に利用者の居宅でのカンファレンスに参加し、必要に応じて居宅サービス等の調整を行う。 ＊1 月 2 回を限度 

◆ ターミナルケアマネージメント加算  ①終末期の医療やケアの方針に関する当該利用者または家族の意向を把握した上で死亡

日及び死亡前 14 日以内に２日以上利用者家族の同意を得て居宅を訪問し両者の心身の状態等を記録しその記録を主治医および

関係事業者に提供 ②２４時間連携体制の確保、居宅介護支援の提供を行う事が出来る体制を整備。 

【 減算 】 

◆ 高齢者虐待防止措置未実施減算  以下の措置が講じられていない場合 ①虐待防止のための対策を検討する委員会（テレビ電

話装置等の活用可能）を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る ②虐待防止のための指針を

整備 ③従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施 ④上記措置を適切に実施するための担当者を置く 

◆ 身体拘束廃止未実施減算  以下が講じられていない場合  ①身体的拘束等の適正化の為の対策を検討する委員会を３月に１

回以上開催し、その結果について介護職員その他従業者に周知徹底を図る  ②身体的拘束等の適正化のための指針を整備  

③介護職員その他の従業員に対し、身体的拘束等の適正化の為の研修を定期的に実施 

以下を運営基準に規定①利用者または他の利用者等の生命または身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束等

を行ってはならない ②身体拘束等を行う場合にはその態様および時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない

理由を記録しなければならない 

◆ 業務継続計画（BCP）実策定減算 以下の基準に適合していない場合 ①感染症や非常災害の発生時に利用者に対するサービス

の提供を継続的に実施するための、および非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（業務継続計画）を策定 ②当該業

務継続計画に従い必要な措置を講ずる 

◆ 事業所と同一建物の利用者、またはこれ以外の同一建物の利用者 20 人以上に提供する場合 

◆ 運営基準減算  ケアマネジメントに係るサービス担当者会議やモニタリングの実施などの基本的業務を適切に実施していない

場合、また利用者はケアプランに位置付ける居宅サービス事業所について複数の事業所の紹介を求める事、および当該事業所を

ケアプランに位置づけた理由を求める事が可能であることを、利用者や家族に対して説明を行わなかった場合。２月以上継続し

ている場合、所定単位数は算定しない。 

◆ 特定事業所集中減算  前 6 か月間に作成したケアプランに位置付けた訪問介護、通所介護、福祉用具貸与の提供回数のうち、

同一事業者によって提供されたものの割合が８０％以上 
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サービス提供の標準的な流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（別紙 3） 

居宅サービス計画作成等サービス利用申込み 

当社に関すること居宅サービス計画作成の手順、 サービスの内容に関して大切な

説明を行います 

居宅サービス計画等に関する契約締結 

※利用者は市役所へ【居宅サービス計画作成依頼届出書】の提出を行っ

ていただきます。（提出代行可能） 

事 業 者 の 選 定       

当社と契約をするかど

うかをお決めいただき

ます 

ケアマネージャーがお宅を訪問し、利用者の解決すべき課題を把握します 

地域のサービス提供事業者の内容や、料金等をお伝えし、利用するサービスを選ん

でいただきます 
利用者による  

サービスの選択 

提供する居宅サービスに関して、居宅サービス計画の原案を作成します 

計画に沿ってサービスが提供されるようサービス提供事業者等とサービス利用の

調整を行います 

居宅サービス計画に沿って、サービス利用票、サービス提供票の作成を行います 

◆ サ ー ビ ス 利 用 ◆ 

利用者やご家族と毎月連絡をとり、サービスの実施状況の把握を行い、サービス提

供事業者と連絡調整を行います 

毎月の給付管理票の作成を行い、国保連合会に提出します 

利用者の状態について、定期的な再評価を行います。また、提供されるサービ

スの実施状況の把握を行います。 

居宅サービス計画の変更を希望される場合、必要に応じて居宅サービス計画の

変更を行います。 

サービス利用に関し

て説明を行い、利用

者やご家族の意見を

伺い、同意をいただ

きます 



 

 

要介護認定前に居宅介護支援の提供が行われる場合の特例事項に関する重要事項説明 

 

利用者が要介護認定申請後、認定結果がでるまでの間、利用者自身の依頼に基づいて、介護保険による適切な

介護サービスの提供を受けるために、暫定的な居宅サービス計画の作成によりサービス提供を行う際の説明を

行います。 

 

1. 提供する居宅介護支援について 

・ 利用者が要介護認定までに、居宅介護サービスの提供を希望される場合には、この契約の締結後迅速

に居宅サービス計画を作成し、利用者にとって必要な居宅サービス提供のための支援を行います。 

・ 居宅サービス計画の作成にあたっては、計画の内容が利用者の認定申請の結果を上回る過剰な居宅サ

ービスを位置づけることのないよう、配慮しながら計画の作成に努めます。 

・ 作成した居宅サービス計画については、認定後に利用者等の意向を踏まえ、適切な見直しを行います。 

 

2. 要介護認定後の契約の継続について 

・ 要介護認定後、利用者に対してこの契約の継続について意思確認を行います。このとき、利用者から

当事業所に対してこの契約を解約する旨の申し入れがあった場合には、契約は終了し、解約料はいた

だきません。 

・ また、利用者から解約の申入れがない場合には、契約は継続しますが、この付属別紙に定める内容に

ついては終了することとなります。 

 

3. 要介護認定の結果、自立（非該当）または要支援となった場合の利用料について 

要介護認定等の結果、自立（非該当）又は要支援となった場合は、利用料をいただきません。 

 

4. 注意事項 

要介護認定の結果が不明なため、利用者は以下の点にご注意いただく必要があります。 

（1） 要介護認定の結果、自立（非該当）又は要支援となった場合には、認定結果が出る前に提供

された居宅介護サービスに関する利用料は、原則的に利用者にご負担いただくことになりま

す。 

（2） 要介護認定の結果、認定前に提供されたサービスの内容が、認定後の区分支給限度額を上回

った場合には、保険給付とならないサービスが生じる可能性があります。この場合、保険給

付されないサービスにかかる費用の全額を利用者においてご負担いただくことになります。 

 

 

 

 

 

  

（別紙 4） 



個人情報の取り扱い説明書 

私達 医療法人友康会 ケアプランゆうこう(以下｢当事業所｣)は、在宅で医療や介護を受けながら

生活をされている利用者様への訪問看護及びケアプランの提供を通して個人情報を取得し保有させて

頂いております。この書面は,利用者様及びその御家族様の個人情報の保護とお取り扱いにつきまし

て,個人情報保護法の趣旨に従い説明するものです｡ 

 

Ⅰ：個人情報に対する当事業所の基本的姿勢 

当事業所は、個人情報保護法の趣旨を尊重し、「個人情報保護方針」を定め利用者様及びご家族様

等の個人情報を厳重に管理してまいります。 

 

 

Ⅱ：当事業所が保有する個人情報の利用目的 

１・利用者様への適切な医療･介護サービスのご提供 

２・医療・介護等、関係機関間での情報共有の為の連携 

３・ご家族等への病状,心身の状況説明 

４・当事業所の医療･介護保険診療費請求事務及び管理運営業務 

 

 

Ⅲ：その他の利用目的 

１・医療･介護サービスや業務の維持･改善の為の基礎資料 

２・当事業所内において行われる学生の実習への協力 

３・当事業所内において行われる症例研究 

 

 

Ⅳ：当事業所が保有する個人情報の保存 

収集した個人情報は,法律に定められた期間、保存する事を業務付けられています。保存の実施

方法･期間･廃棄処分方法については、適用される法律ごとに異なります。 

 

 

Ⅴ：お問合せ先 

開示請求,苦情,訂正,利用停止は,下記にお申し出てください。 

 

個人情報,苦情その他問合せ窓口 

担当：野村 和代 

電話：047-397-7600(受付時間 8：45～17：00) 

FAX：047-397-9110 

 

 

 



令和  年  月  日 

 

居宅介護支援のサービス利用開始にあたり、利用者に対して本書面にもとづいて重要な事項、個人

情報取り扱いを説明しました。 

 

     事業者      〒２７２－０１３５ 

              市川市日之出１７－９ アルテ１F  

              医療法人友康会 ケアプランゆうこう 

              理事長  三浦 宏康      印 

サービス担当責任者   

野村 和代      印 

 

 

私は本書面により事業者から居宅介護支援についての重要な事項、個人情報の取り扱いの説明 

を受け同意ました。 

 

     利用者     氏名                印 

 

住所                      

 

             電話                

 

 

     御家族     氏名                印 

 

             住所                      

 

電話                

 

 

     緊急連絡先   氏名              続柄      

 

             電話                

 

 

     代理人     氏名                印 

 

 

 

 


